
（平成２１年１１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 41年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 13年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 41年 10月まで 

    私の夫が、昭和 40 年４月にＡ町に転入した際、国民年金の任意加入の手

続をした。その時、60 歳までの保険料を一括で前納できると聞いたが、支

払できる金額ではなかったので、毎月支払うことにし、薄い水色の国民年金

手帳の交付を受けた。その後、41年３月にＢ町に転入し、引き続き毎月 100

円の保険料を納付した。申立期間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料はす

べて納付済みとなっている上、昭和 49 年１月からは付加納付しており、申立

人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその夫は、国民年金保

険料の納付意欲と年金制度に係る知識は高かったものと考えられる。 

また、申立人の夫は、国民年金の加入手続、保険料納付及び申立期間中に職

場へＢ町役場の職員が訪問してきた際の記憶が鮮明である上、国民年金の加入

手続をした際、交付された国民年金手帳の色を記憶しており、その色の国民年

金手帳は、申立期間当時使用されていたことが確認できたことから申立人の主

張は基本的に信用できる。 

さらに、申立人が所持する国民年金手帳を見ると、申立期間直後の昭和 41

年 11 月の検認欄は加入期間でないことを示す「納付不要」の押印がされてい

るが、記録上は納付済期間となっているほか、同年 12 月の検認欄には、通常

Ｂ町役場では領収できない検認印（検認 47.4.24Ｂ町）が押されており、行政

側の資格記録及び納付記録が適正に管理されていなかった可能性もうかがわ

れる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



岐阜国民年金 事案 662 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年７月から 59年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月から 59年９月まで 

22歳か 23歳のころだったと思うが、Ａ市役所から国民年金加入の案内が

あり、両親に相談し、加入することにした。同市の職員からさかのぼって保

険料を支払える話を聞いたため、両親からお金を借りて、最初は 10 万円以

上支払い、その後、数回まとまった金額を支払った記憶がある。申立期間が

未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59年８月ごろに払い出されており、

その時点で、申立期間の一部は過年度納付が可能である。 

また、申立人は、Ａ市から国民年金の加入案内があり、さかのぼって納付で

きる旨の案内があったため、その両親に相談した上、国民年金に加入すること

とし、その両親に借りたお金と後日送付されてきた納付書を持って、同市役所

の窓口で最初は 10 万円以上の金額を納付したと述べており、申立人の母親か

らも、同様の証言が得られた。 

さらに、申立人の母親は、最初に 13 万円ぐらいを渡し、その後、数回、万

単位の金額を渡した記憶があると述べており、申立人の母親が最初に渡したと

主張する金額は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点で納付可

能な期間の保険料額とほぼ一致していることが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

加えて、申立人の両親は、国民年金制度発足時から国民年金加入期間の国民

年金保険料をすべて納付していることから、申立人の両親の国民年金保険料の

納付意欲は高かったものと考えられ、申立人がその母親からお金を借りて納付

していたと考えても不自然ではない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 55年 12月から 57年６月までの国民

年金保険料については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点で

は、時効により過年度納付ができない期間であり、Ａ市役所でこの期間の過年



度納付書を発行したとは考え難く、別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、当該期間の国民年金保

険料を納付したものと推定することは困難である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和57年７月から59年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



岐阜国民年金 事案 663 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年８月から 60年１月までの期間、同年４月、同年６月から

同年 12 月までの期間、61 年４月、同年７月から同年 10 月までの期間、同年

12月、62年３月から同年５月までの期間、同年７月から同年 10月までの期間

及び同年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年８月から 60年１月まで 

② 昭和 60年４月 

③ 昭和 60年６月から同年 12月まで 

④ 昭和 61年４月 

⑤ 昭和 61年７月から同年 10月まで 

⑥ 昭和 61年 12月 

⑦ 昭和 62年３月から同年５月まで 

⑧ 昭和 62年７月から同年 10月まで 

⑨  昭和 62年 12月 

申立期間については、当初、町内の班長に納めていた。その後、市役所の

委託職員に納めていたので、申立期間の国民年金保険料が未納とされている

ことは納得がいかない。 

（注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を   

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、約 33 年間の国民年金加入期間について、すべ

て納付済みとなっている。 

また、申立人は、昭和 48年から 63年まで地方議会議員をしており、このう

ち 61 年３月までの期間は、地方議会議員とその配偶者は国民年金への加入は

任意適用であったにもかかわらず、申立人及びその妻は、国民年金に任意加入

しており、納付意識が高かったものと思われる。 

さらに、申立人は、当初、町内の班長に国民年金保険料を納めており、その

後、市役所の委託職員に納めていたと述べており、当時の自治会加入者の証言



から、昭和 59年から 60年ごろまでについては、国民年金保険料の集金が町内

会で行われていたことが確認でき、61 年９月からは、Ａ市で委託職員による

集金制度が存在していたことが確認できたことから、申立人の主張は信憑
ぴょう

性

が高いと考えられ、その内容に不自然さはみられない。 

加えて、申立人の妻は、申立期間に近接した昭和 58年４月から 59年３月ま

でについては、当初未納とされていたが、Ａ市が保管していた「国民年金被保

険者名簿」により納付事実が判明し、記録が訂正されていることから、一緒に

納付したとする申立人の納付記録についても、記録不備の可能性も考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年８月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 25年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月から 47年３月まで 

    昭和 46 年８月から勤務した事業所の事業主が、私の国民年金の加入手続

をして、給料から保険料を天引きして納めていたので、申立期間が未納と

なっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、８か月と短期間である。 

また、申立期間中、申立人が住み込みで勤務し、一緒に国民年金保険料を

納付していたとする当時の勤務先の事業主及び事業主の母親は、国民年金制

度発足時から加入し、保険料を完納しており、事業主の妻も昭和 41年度以降

はすべて納付済みとなっていることから、事業主夫婦及び従業員の国民年金

の加入及び保険料納付を行っていた事業主の母親は、国民年金保険料の納付

意欲が高かったものと考えられる。 

さらに、当時の事業主から、申立人は申立期間当時、住み込みで勤務して

おり、その母親が従業員の国民年金保険料を給与から天引きし、納付してい

たとの証言が得られたことから、申立人の主張は基本的に信用できる。 

加えて、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 47年７月に払い出されてお

り、この時点で申立期間は納付可能であることから、申立人の国民年金の加

入手続を行った事業主の母親が、申立期間の国民年金保険料も納付していた

と考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



岐阜国民年金 事案 667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 59年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 21年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の趣旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58年４月から 59年１月まで 

    申立期間の昭和 58 年４月及び同年５月の国民年金保険料領収書を持って

いる。喪失手続及び保険料の還付を受けた記憶も無い。申立期間が未加入と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 10か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 45年１月に国

民年金に任意加入して以降、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民

年金保険料はすべて納付済みとなっている。 

また、申立人は、申立期間の一部の国民年金保険料領収書を所持している上、

社会保険庁及びＡ町において、申立期間の還付記録が存在しないことが確認で

きた。 

さらに、申立人は、「喪失手続をしたことも保険料の還付を受けたことも無

い」と述べており、申立人の住所や生活状況に変化は無いことから、任意加入

者である申立人が 10 か月の短期間に資格喪失及び資格取得する理由は見当た

らず、申立人は、申立期間について、引き続き国民年金保険料を納付していた

と考えても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 461 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 12年７月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 38万円とすること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 12年６月 30日から同年７月 20日まで 

    Ａ社に平成 12年７月 20日まで在職していたが、社会保険事務所の記録で

は同年６月 30 日資格喪失となっている。給与明細にも労働日数が同年７月

20 日までと記載されているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している平成 12 年７月分の給料支払明細書には、「自６月 21

日、至７月 20日、22日」と記載があることから、申立人が申立期間において

Ａ社に継続して勤務し、当該給料支払明細書により、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。した

がって、申立期間の標準報酬月額については、平成 12 年７月分の給料支払明

細書で確認できる報酬月額から、38万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、保管されている厚生年金保険適用事

業所全喪届により当該事業所は平成12年６月30日で厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっていることが確認できる。しかし、商業登記簿では同日以後も

事業継続しているほか、申立人の給料支払明細書及び供述内容から、当該事業

所は、申立期間において当時の厚生年金保険法に定める適用事業所としての要

件を満たしていたものと判断される。 



なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会

保険事務所に平成 12 年６月 30日付けの当該全喪届を提出しており、その後、

適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 462 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成８年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年６月 30日から同年７月１日まで  

平成７年 10月９日から８年６月 30日まで、Ａ社において商品知識の修得

及び加工業務として現場作業に従事し、同年７月１日から同社の系列子会社

であるＢ社に異動して営業活動に従事し、12年１月 30日まで勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支給明細書及びＡ社が提出した支給明細書（賃金

台帳）に記載された入社月（平成７年 10 月）及び退職月（平成８年６月）に

より、厚生年金保険料の控除は当月控除であったことが認められるとともに、

申立期間についても、厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与支給

明細書に係る保険料控除額から 24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該事業所から提出された健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書に係る資格喪失日は、平成８年６月 30 日と記載されていることから、

事業主は同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年同月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 463 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月１日から 40年 12月 26日まで 

脱退手当金は支給された覚えは無く、会社から祝金ももらっていない。脱

退手当金支給済みの記録を取り消し、厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１年３か月後の昭和42年３月22日に支給決定されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険

者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しか

しながら、２回の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失念するとは考

え難い。 

さらに、申立人は申立期間の脱退手当金が支給決定されたこととなっている

時期から間もなくして国民年金に加入し、その後未納期間無く国民年金保険料

を納付していることを踏まえると、申立人がその当時脱退手当金を請求する意

思を有していたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所（現在は、Ａ社Ｂ支店）

における資格喪失日に係る記録を昭和 41 年３月１日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 41年２月 24日から 41年３月１日まで 

         私は、高等学校卒業後の昭和 34 年４月１日、Ａ社Ｃ支店に入社し厚生年

金保険被保険者資格を取得した。各地を転勤したが、平成 12 年１月１日に

資格喪失するまで継続して同社で厚生年金保険に加入していた。同社Ｂ営業

所からＤ支店に転勤したときに欠落した申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険及びＥ組合の記録並びにＡ社から提出された在職証明書、人事記録

から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 41 年３月１日にＡ社

Ｂ営業所から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年１月の社会保険事務

所の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料、周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年３月１日から同年９月９日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日を同年３月１日、資格喪失

日を同年９月９日とし、当該期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 30年９月５日から 31年９月 13日まで 

         Ａ社には労務のＢさん（Ｃ社の元労務）の紹介で、Ｄ君と一緒にＣ社を退

職後すぐに入社し１年間勤めた。仕事は入荷した反物に樹脂を付け乾燥する

作業で、その合間にＥさんにボイラーの操作を習った。責任者はＦさんで

あった。Ｄ君は自分が退職するより少し前に取引先に引き抜かれ辞めた。そ

の後Ｃ社でボイラーマンの欠員ができたので再入社した。申立期間について

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の始期からＣ社に再入社する申立期間の終期の数日前ま

で、Ａ社において勤務していたことは、複数の同僚の証言、職場旅行の写真及

び申立人の住宅事情（入寮）から推認できる。 
また、申立人のＡ社への入社日は、申立期間以前から在職していた同僚が、

「申立人は集団就職で入社してきた者と同時期の昭和 30 年７月ごろにＡ社に

入社した」と証言していること、及び申立人が、「Ｃ社の寮に住んでいたので

同社を退職後すぐにＡ社に入社した」と陳述していることを踏まえると、Ｃ社

での資格喪失日である昭和 30 年９月５日（月曜日）と推認できる。一方、退

職日については、Ｃ社から一緒に入社した同僚の資格喪失日（昭和 31 年４月

25 日）と同じ月に入社した別の複数の同僚は、「申立人は先輩だった。また、

Ｇちゃんと呼ばれる方が処理の仕事をしていた」と証言していること、及び申

立人が、「Ａ社の寮に住んでいたので同社を退職後すぐにＣ社に入社した」と

陳述していること、並びに 32年１月 22日に被保険者資格を喪失している同僚

は、「昭和 31年 8月ごろ会社でもめ事が有り、数名の従業員が８月末から９月



にかけて退職した。このもめ事が嫌になって申立人は退職したと思う」と証言

していることを踏まえると、作業の区切りや転居期間を勘案して 31 年９月８

日（土曜日）と推認できる。 
さらに、複数の同僚は、生産現場の従業員は 15 人ぐらいと証言していると

ころ、社会保険事務所の記録によれば、申立期間当時のＡ社の従業員数と被保

険者数はおおむね一致している。 
一方、申立人が、「Ｃ社を一緒に退職し、Ａ社に入社した」と陳述している

同僚の健康保険厚生年金保険被保険者記録は、昭和 31 年３月１日に資格取得

となっていることを踏まえると、当該事業所においては、すべての従業員を入

社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえ、こ

のほか、申立人の申立期間のうち、30年９月５日から 31年３月１日までの期

間については、厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間のうち、昭和 31 年３月１日から同年９月９日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 
また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同時期に入社した同僚

の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会

保険事務所が保管する当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿には申立人の

氏名は確認できず、整理番号にも欠番が見当たらないことから、申立人に係る

被保険者記録が失われたとは考えられない上、事業主による申立人に係る厚生

年金保険被保険者資格の取得及び喪失の手続のいずれの機会においても社会

保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主か

ら社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は昭和 31 年３月から同年８月までの保険料の納入の告知を行っ

ておらず、事業主は申立人に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



岐阜厚生年金 事案 469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 62年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 62年４月 29日から同年５月１日まで 

         昭和 53 年４月１日にＡ社Ｂ工場に入社し、62 年４月 30 日まで勤務した

にもかかわらず、年金記録上では資格喪失日が同年４月 29日になっており、

実態と年金記録の間で差異が生じている。現在の同社の人事担当者に尋ねた

ところ、同年４月 30 日まで勤務していたということで間違いないという回

答を得ている。厚生年金保険の記録を正しく訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場から提出された雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）及び退

職届並びに一般従業員退職金計算書、事業主の回答から判断すると、申立人は、

申立期間において同社に継続して勤務し、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ工場に係る社会保険事務

所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載された昭和 61 年 10

月１日の標準報酬月額により、15万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は事業所照会において、「健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失届の喪失日は誤りであり、保険料を納付していない」と回答してい

ることから、社会保険事務所は申立人に係る昭和 62 年４月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 



岐阜厚生年金 事案 470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 22年 11月 30日まで 

    Ａ社を昭和 22年 11月 30日に自己都合（家庭の事情）で退職をして実家

に帰り、新たな職場を求めて活動をして、23 年８月６日にＢ事務所へ就職

をした。 

       昭和 22年 12 月 12日に脱退手当金を受け取ったと記載されているが、私

は決して受け取っていないので脱退手当金の支給記録を取り消して年金対

象期間としてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係るＡ社の被保険者名簿に記載されている被保険者のうち、当時

の正規脱退手当金が有効であった昭和 22年９月１日から 29年４月 30日まで

に厚生年金保険を資格喪失した 21 名のうち、脱退手当金の支給記録がある者

は申立人を含め３名と少なく、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したと

は考え難い。 

   また、脱退手当金が支給されたとする額は、法定支給額と 38 円相違してお

り、その原因は不明である。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



岐阜厚生年金 事案 471 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 20 年４月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められ、かつ、申

立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同

年 11 月１日であったと認められることから、申立期間①に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 7年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年４月１日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 25年 10月から 26年６月１日まで 

    昭和 20年３月にＡ国民学校を卒業して、同年４月から同年 10月末までＢ

社に勤務した。戦争中は軍需品、戦後は平和産業品である竈で炊けるご飯釜

を作っていた。同年６月ごろに旋盤作業中、右まゆ毛の上にけがをして、近

くのＣ病院で２針縫い、今でも傷跡が残っている。 

また、昭和 25年 10月からＤ炭鉱で掘った石炭を運ぶ後山の仕事を先山の

先輩と組んでしていたのに、加入記録は 26年６月１日からとなっている。 

記録が無い両申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係るＢ社について、申立人は、「国民学校卒業後、世話になっ

ている伯父の家から通勤できるＢ社に就職し、終戦後は伯父の家に居づらくな

り 10 月末で退職した」と述べており、勤務中の仕事内容、勤務状況について

も説明は具体的であること、当時の事業主の親族は、「当該事業所は昭和 20

年６月の空襲で被災せず終戦まで軍需工場であった。事業所所在地については

申立人の説明と一致している」と証言していること、及び事業主の弟の妻は、

「生前、夫から、戦後はご飯釜を作っていたと聞いている」と証言しているこ

とから判断すると、申立人は、申立期間①において当該事業所に勤務していた

ことが推認できる。 

また、Ｂ社は昭和 37 年 12月 31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ているため、事業主の親族は、当時の資料は保存されていないと回答している

が、複数の同僚の厚生年金保険被保険者台帳（社会保険庁保存の旧台帳）には



申立期間①を含む戦争中の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者記録があ

ることから、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが推認できる。 

一方、Ｂ社の被保険者名簿については、戦災によりすべて焼失し、現存する

被保険者名簿は、昭和 21 年当時、在職していた者を対象に復元されたもので

あることが確認できる。また、社会保険事務所に保存されている申立期間①に

おける厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿についても被保険者名簿と

は異なり戦災による焼失は免れているものの、何らかの事情によりかなりの数

の番号が欠落しているため、これによって被保険者名簿を復元することも困難

な状況にある。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いことの

原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入漏れの

可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規模な焼失から半世紀もたって、保

険者も被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主

にその原因がいずれにあるのかの特定を行わせることは不可能を強いるもの

であり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないというべきで

ある。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人が申立期間①において継続して

勤務し、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に

焼失した可能性が相当高いと認められることから、事業主は、申立人が主張す

る昭和 20 年４月１日に被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所

（当時は社会保険出張所）に行ったことが認められ、かつ、申立人の当該事業

所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年 11 月１日とすることが

妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に準

じ、１万円とすることが妥当である。 

申立期間②に係るＤ炭鉱については、申立人が記憶する先山の先輩及び同

じころに入社した同僚の厚生年金保険被保険者資格取得日は申立人と同日で

あり、当該事業所に加入記録がある従業員は、「当時、坑内夫は条件次第で出

入りが多かったので、入社と同時に手続をしていなかったと思う」と証言し

ていることを踏まえると、同社では、従業員の厚生年金保険について、入社

から一定期間加入させない取扱いであったことがうかがえる。 

Ｄ炭鉱は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 28年９月 14

日までにすべての従業員が資格を喪失していることから、このころに厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっていると推認でき、当時の事業主の消息も不明

で照会ができないため、申立てに係る事実を確認することができなかった。 

また、社会保険事務所の申立期間②における当該事業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿には申立人の記録は無く、整理番号にも欠番が見当たら

ない。 

さらに、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、こ



のほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 472 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、両申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係

る記録を昭和25年８月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を8,000円、

同社本店における資格喪失日に係る記録を 26 年５月１日に訂正し、申立期間

②の標準報酬月額を 9,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る両申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年７月 31日から同年８月１日まで 

② 昭和 26年４月 30日から同年５月１日まで 

Ａ社に昭和 25 年５月１日に入社し、48 年３月 16 日まで引き続き勤務し

ていた。その間、同社Ｂ工場から同社本店に、同社本店から同社工務部に転

勤しているが、転勤時の厚生年金保険加入記録が１日ずつ欠落している。同

一事業所内の転勤であることから、勤務に空白が発生することはあり得ない。

この欠落により、厚生年金保険の加入月数が２か月不足していることになり、

納得できない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在職証明書から、申立人は昭和 25 年５月１日から同社に継続して

勤務し（昭和 25年８月１日にＡ社Ｂ工場から同社本店に異動、26年５月１

日に同社本店から同社工務部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 25 年７月は、Ａ社Ｂ工

場の社会保険事務所における同年６月の記録から 8,000 円とし、26 年４月

は、同社本店の社会保険事務所における同年３月の記録から 9,000円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社人事部長は不明と回答しているが、事業主が資格喪失

日を昭和 25年８月１日及び 26年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会

保険事務所がこれを 25年７月 31日及び 26年４月 30日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、申立人に係る 25年７月及び 26年４月の保険料につ



いて納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 



岐阜厚生年金 事案 473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、両申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係

る記録を昭和 42年１月４日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を４万 5,000

円、同社Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を 49 年４月１日に訂正し、申

立期間②の標準報酬月額を 14万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る両申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 41年 12月 27日から 42年１月４日まで 

             ② 昭和 49年３月１日から同年４月１日まで 

         昭和 39年 10月 15日から 58年 12月 13日までＡ社に勤務した。41年 12

月分と 49年３月分の２か月分が漏れていることに納得できない。当該期間

を厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の在籍証明書、退職金計算書及び雇用保険の被保険者情報の照会結果か

ら判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 41 年１月４日にＡ社

Ｂ支店から同社Ｃ支店に、49年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41年 12月は、Ａ社Ｂ支店

の社会保険事務所が保管する同年 11月の記録から４万 5,000円に、49年３月

は、同社Ｃ支店の社会保険事務所が保管する同年２月の記録から 14 万 2,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



岐阜厚生年金 事案 474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 56年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月１日から同年５月 11日まで 

社会保険庁の年金記録では、Ｂ社の資格喪失年月日が昭和 56 年４月１日

に、Ａ社の資格取得年月日が同年５月 11 日となっているが、関連会社間の

異動であり、給与も支給され厚生年金保険料も継続して控除されていたので、

記録を訂正し厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ社において、昭和 56 年４月１日付けで雇用保険の資格を取得し

たことが確認できる。 

また、申立人の記憶する、発足当初のＡ社の社員数や氏名は、社会保険庁の

オンライン記録及び当時同社の経理業務を兼務していたＢ社の経理担当者の

証言と一致している上、同担当者は、「給料台帳等は保管されていないが、申

立内容については相違無い」との証言をしており、申立人が申立期間中、Ａ社

に勤務していたことが推認できる。 

さらに、Ｂ社及びＡ社の登記簿謄本並びに社会保険事務所の記録、当該経理

担当者の証言から判断すると、両社の事業主は同一であり、昭和 56 年４月１

日付けでＢ社から同社の子会社であるＡ社に異動したものであることが認め

られる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管する申立

人に係る被保険者原票の昭和 56年５月の記録から 12万 6,000円とすることが

妥当である。  



一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は昭和 56年５月 11日から社会

保険の適用事業所となっており、それ以前の申立てに係る期間については、適

用事業所としての記録が無い。しかし、当該事業所は、当時の経理担当者や同

僚の証言によれば、申立期間において５人の従業員を雇用しており、当時の厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定

通知書における申立人の資格取得年月日が昭和56年５月11日となっているこ

とから、社会保険事務所は申立人に係る同年４月の保険料の納入告知を行って

おらず、事業主は申立人に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



岐阜国民年金 事案 665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 11 月から 45 年 12 月までの期間及び 47 年６月から 48

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。また、63 年１月から同年 12 月までの期間及び平成４年 12 月

から６年７月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 11月から 45年 12月まで 

               ② 昭和 47年６月から 48年９月まで 

             ③ 昭和 63年１月から同年 12月まで 

             ④ 平成４年 12月から６年７月まで              

申立期間①については、母親が集金に来たＡ区職員に納付してくれたはず

である。申立期間②については、養母が集金に来たＢ町役場職員に納付して

くれたはずである。申立期間③及び④については、私が免除申請をした。申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人の母親及び養母が当該期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、

申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料の納

付をしていたとするその母親及び養母は既に亡くなっていることから当時の

状況を聴取することができず、その母親及び養母が当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立期間③及び④については、申立人は住所を転々としていたと述べ

ているところ、申立人が居住していたとする住所が戸籍の附票では確認できな

い上、申立人自身も免除申請の手続を行った場所や申請した期間といった免除

申請をした時の状況が不明確であるなど、当該期間の保険料が免除されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が昭和 44年 11月から 45年 12月までの期間及び 47年６月から

48 年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。また、申立人が 63 年１月から同年 12 月までの期間及び平成４年 12



月から６年７月までの期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



岐阜国民年金 事案 666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 47年３月まで 

退職後、市役所で国民年金の加入手続をして、市役所の窓口で国民年金保

険料を納付した。保険料は１か月 450円ぐらいだったと思う。申立期間が未

加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人から聴取しても、申立期間において行わ

れていた印紙検認方式での納付の記憶が無いなど、申立期間当時の記憶が曖昧
あいまい

であり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は婚姻後の昭和 50 年９月ごろに払い

出されており、同年７月１日が資格取得日となっていることから、申立期間は

未加入期間で国民年金保険料を納付することはできない期間である。 

さらに、国民年金保険料の納付状況について、関係人の証言も得られないこ

とから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情は見当たらないほか、別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



岐阜国民年金 事案 668 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年６月から平成２年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年６月から平成２年４月まで 

家業の酒類販売業を祖父及び両親と一緒に営んでいた。母親が店に出入り

していた銀行員に、両親と私の国民年金保険料を併せて手渡し、納付してい

た。両親に未納は無く、私だけ未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が、申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国民年金の加入手続及

び保険料の納付に関与しておらず、申立期間中、国民年金保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、「母親が店に出入りしていた銀行員に、両親と私の国民年

金保険料を併せて手渡し、納付していた」と述べているが、Ａ市役所の国民年

金保険料検認票で、申立人の両親は、申立期間当時、口座振替により国民年金

保険料が納付されていることが確認できる上、申立人の父親の預金通帳（当座

預金）で、申立期間を含む昭和 63 年４月から平成７年１月までの期間、二人

分の国民年金保険料が口座振替されている状況が見られ、申立人の主張は不合

理である。 

さらに、申立人の納付状況に係るその母親の記憶も明確でないなど、ほかに

申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 669 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年２月から 46年６月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申立期間 ： 昭和 43年２月から 46年６月まで 

    昭和 43 年２月から自営業を始め、夫婦で国民年金の加入手続をし、集金

で納付していた。夫は同年２月から国民年金に加入し納付済みになっている

のに、私は 46 年７月から納付済みとなっている。夫婦で一緒に自営業を始

めたのに、国民年金の加入日が夫婦で相違していることは考えられない。私

も夫と共に 43年２月に国民年金に加入して、納付していたはずだ。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年４月に払い出されており、申

立期間当時に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない上、当該払出日においては、申立期間の一部は特例納

付によるほかは、時効により納付できない期間であるが、特例納付した形跡も

見当たらない。 

また、申立人は、申立期間直後の昭和 46年７月から 47年３月までの期間の

国民年金保険料を時効にかからない 48年 10 月に過年度納付しており、一方、

申立人の夫は当該期間について、現年度納付とされていることから、申立期間

において夫婦一緒に納付していたことを推定することは困難である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを証言でき

る者も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 670 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49年 10 月から 61年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月から 61年１月まで 

昭和 49年９月に会社を退職後、自営業を始め、同年 10月にＡ市役所の支

所又は転居した 50 年５月にＢ町役場（現在は、Ｃ市役所）で国民健康保険

の手続と一緒に国民年金の加入手続を行い、口座振替で納付した。申立期間

が未加入となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金への加入当初から口座振替で納付していたと主張してい

るが、Ａ市で国民年金保険料の口座振替が開始されたのは昭和 62 年であり、

Ｂ町では 54年であるため、申立人の主張は不合理である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元年７月に払い出されており、

同年５月 26 日が資格取得日となっていることから、申立期間は、未加入期間

で国民年金保険料を納付することができない期間である。 

さらに、Ａ市及びＢ町の国民年金手帳記号番号払出簿をすべて確認したとこ

ろ、申立期間当時、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とは確認できなかった。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



岐阜国民年金 事案 671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 61年３月まで 

国民年金に任意加入してから継続して国民年金保険料を納付していた。領

収書等、証明できるものは無いが、夫が市役所か金融機関で納付したはずで

あり未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録のほか、市の被保険者名簿の記録においても申立期間は資

格喪失後の期間となっており、あわせてその処理日とみられる日付の記載もあ

ることからすると、申立期間のうち、少なくとも昭和 58 年度以降は納付書の

発行は無かったと考えられることから、金融機関において、国民年金保険料が

納付できない期間であったことがうかがわれる。 

また、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金保険料はその夫が市役所か金融機関で

納付したと述べているが、申立人の国民年金保険料の納付を裏付ける証言等を

得ることはできなかった。 

加えて、申立人の夫が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立人が、申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 465 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

       

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 32年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月 12日から同年 12月 22日まで 

    昭和 57年４月から同年 12月までＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の

加入記録が無い。同じ時期に働いていた人が加入しているため、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間について、Ａ社に勤務していたことは、雇用保険の加入記

録及び複数の同僚の証言から認められる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は、昭和 59 年

２月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業

所ではないことが確認できる。 

また、当時の同僚は、「当該事業所は、申立期間は厚生年金保険の適用事業

所ではなく、昭和 59 年２月に適用事業所になり、それ以前は国民年金に加入

していた」と証言しているほか、社会保険事務所の記録から、申立人が一緒に

勤務していたとする複数の同僚は、同年１月まで国民年金保険料を納付してい

ることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



岐阜厚生年金 事案 466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、両申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13年 12月３日から 18年 12月１日まで 

             ② 平成 18年 12月１日から 21年４月１日まで 

    私は、派遣社員として平成 13 年 12 月から 18 年 11 月までＡ社に、同年

12月から 21年４月までＢ社に勤めた。両事業所において派遣先は、Ｃ社の

同じ職場であった。両事業所で受け取った給与明細書に基づく支給額と社会

保険事務所に届けられた標準報酬月額とは異なっており低く届けられてい

ることが分かった。両事業所から届けられた申立期間の標準報酬月額を正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

申立人は、両申立期間について、標準報酬月額が相違していることを申し立

てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなるが、

申立人が所持する給与明細書により、申立人は両申立期間において、社会保険

事務所が管理している標準報酬月額に見合う報酬月額を超える報酬を得てい

たことは確認できる。しかし、給与明細書の厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬月額の記録と同額又は当該

記録より低額となっていることから、当該特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 

なお、社会保険事務所の記録によると、両申立期間のうち平成 19 年７月か

ら 21 年３月までの標準報酬月額については、申立期間②に係る事業主から同

年７月 27日付けで厚生年金保険被保険者資格取得時月額訂正届、19年９月及

び 20 年９月の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の訂正届が提出され、

正しい標準報酬月額に訂正されているが、申立期間②のうち資格取得時（平成



18年 12月）から 19年６月までは、厚生年金保険法第 75条の規定により、保

険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険

者であった期間に基づく保険給付は行わないと規定されていることから、当該

事業所が算定基礎届を提出した日付（平成 21年７月 27日）から２年以上経過

した時期である当該期間については、標準報酬月額が変更されても保険給付額

には反映されない。 



岐阜厚生年金 事案 467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年７月１日から 54年７月１日まで 

    昭和 53年７月１日から 54年６月 30日までＡ病院から出張し、Ｂ病院（現

在は、Ｃ病院）に常勤の医師として勤務したが、厚生年金保険の加入記録が

無い。当該期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ病院の在籍証明書から、申立人は、申立期間におい

て、Ｂ病院に出張し、勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人は、「１年交代で常勤の医師として出張していた」と供述し

ているところ、申立人と同様の業務で当該事業所に出張し勤務した前任者につ

いては、当該事業所における厚生年金保険の被保険者記録を確認することがで

きない。 

また、事業主は、「出張により受け入れた医師も厚生年金保険及び雇用保険

に加入させていた」と証言しているものの、申立人の当該事業所における雇用

保険の被保険者記録は無い。 

さらに、申立人から提出された当該事業所の厚生年金保険加入証明書につい

て、交付した事業主は、申立人の在籍を確認した上で証明したものではない旨

回答している上、申立人は厚生年金保険料を事業主により給与から控除された

事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料、周辺事

情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



岐阜厚生年金 事案 475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年１月１日から 58年 11月１日まで 

              （Ａ社） 

             ② 昭和 58年 11月１日から 60年５月１日まで 

              （Ｂ社） 

             ③ 昭和 61年３月１日から同年 10月 16日まで 

             ④ 昭和 63年２月１日から同年７月１日まで 

              （Ｃ社） 

             ⑤ 平成２年２月 21日から３年４月１日まで 

              （Ｄ社） 

             ⑥ 平成４年４月１日から９年８月１日まで 

              （Ｅ社） 

社会保険事務所において、私の年金記録を調べてもらったところ、私の記

憶と社会保険の記録が違うのでおかしいと思った。私は自分の覚えで会社に

勤務していた期間のメモを取っていたが、その内容とも食い違う。会社に勤

めていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社（現在は、Ｆ社）の事業主は、「申立人は申立

期間に勤務していた」と回答しているものの、その事実を証明できる賃金台

帳等の資料は保存していないとしている。 

また、厚生年金保険被保険者期間のある複数の同僚は、申立人を記憶して

おらず、申立人の勤務実態及び保険料の控除に係る証言を得ることができな

い。 



さらに、昭和 56 年以降当該事業所の顧問となった社会保険労務士から、

「昭和57年及び58年の標準報酬月額算定基礎届に申立人の名前は確認でき

ない」と回答があるほか、雇用保険の記録も確認できない。 

加えて、申立期間①のうち、昭和 55 年９月には、他の事業所において厚

生年金保険被保険者として記録が確認できる。 

  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てているが、

社会保険庁のオンライン記録から当該事業所の名称で、適用事業所としての

記録は確認することができない上、社会保険事務所が保管する厚生年金保険

事業所番号等索引簿からも当該事業所は確認できない。 

また、申立期間②に近接して厚生年金保険被保険者期間があるＧ社を調査

したところ、当該事業所の社会保険の適用は昭和 52年１月 26日から 57年

１月１日までとなっているほか、当該事業所に勤務していた従業員は、「Ｂ

社として事業を行っていた当時は、社会保険適用事業所ではなかったため私

は国民年金に加入していたが、その後事業内容を変更し事業所名をＧ社に変

更した時から厚生年金保険に加入した。得意先はＨ社だったが、同社の倒産

によりＧ社も倒産した」と証言していることを踏まえると、申立人が勤務し

ていた時期及び事業所名称について、記憶が曖昧
あいまい

な点が見受けられる。 

  ３ 申立期間③及び④について、Ｃ社が加入していたＩ健康保険組合及び雇用

保険の加入記録は、厚生年金保険被保険者期間と一致することが確認できる

ほか、当該事業所の当時の総務担当者は、「社会保険の記録、健康保険組合

の記録及び雇用保険の記録の３つの記録が同じであれば事業所の届出は間

違っていないと思う」と証言している。 

また、当該事業所を継承するＪ社は、当時の資料は無く不明と回答してい

るほか、申立期間③及び④に継続して被保険者期間のある同僚は、申立人を

記憶しておらず、申立人の勤務実態及び保険料控除に係る証言を得ることが

できない。 

  ４ 申立期間⑤について、雇用保険の記録から、申立人がＤ社において継続し

て勤務していたことが認められる。 

    しかし、当該事業所から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪

失確認通知書により、申立人が平成２年２月 21 日に資格喪失した旨の届出

が、同年２月 22日に社会保険事務所へ提出されていることが確認できる。 

また、当該事業所から提出された給料台帳により、保険料控除は翌月控除

と確認できるところ、平成２年２月分の給料からは厚生年金保険料の控除が

確認できるが、同年３月以降７月までの給料台帳からは厚生年金保険料は控

除されていないことが確認できる。 

  ５ 申立期間⑥について、申立人は、Ｅ社において下着の販売をしていたと申

し立てているところ、当該事業所はエステティックサロンであり、平成＊年

の電話帳から当該事業所の広告が確認できたものの、当該事業所は社会保険



庁の記録から厚生年金保険の適用事業所として確認することができなかっ

たほか、当該事業所は法人事業所として確認することできなかったことから、

業種から当時の厚生年金保険法による強制適用事業所ではなかったことう

かがえる。 

また、申立人は当時の事業主及び同僚を記憶しておらず、厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

６ すべての申立期間について、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関係資料、周辺事情は無い。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月８日から平成 16年６月 21日まで 

    昭和 39年にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社以来平成 16年に退社するまでの

40年間、一貫して同じ会社、同じ勤務地であった。昭和 45年の長女誕生を

機に、過酷で危険を伴うが給与水準の高い「木材の輸送運搬等」を担う職務

に就いた。この時から給与支払が月末 27日と翌月 15日の２回となり、２回

目支給の際は１回目支給時に控除されたものとは別に社会保険料や所得税、

住民税等として約５万円があらかじめ控除された金額で振り込まれた。社会

保険事務所の記録は１回目支給分の標準報酬月額のみであり、２回目支給分

の給料も合わせた実際の収入や２回目の保険料負担を合計したものに見合

う標準報酬月額に訂正してほしい。 

   （注） 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は給料が２回に分けて振り込まれており、それぞれから控除された保

険料の合計額に見合う標準報酬月額に訂正してほしいと申し立てているが、申

立人名義の２か所の預金口座に申立期間のＢ社から振り込まれているものの

うち「給与」と確認できるものは、平成５年３月 26 日以降、申立事業所の給

与支給日に振り込まれている１か所の申立人名義の預金口座のみであり、その

額は月により若干の違いはあるものの、オンライン記録から推測できる厚生年

金保険料等の控除額を考慮すると、社会保険庁のオンライン記録に相当する額

が支給されていたと推認できる。 

また、申立人から提出された平成 14年 12月分から 15年３月分までの「給



与明細書」及び事業主から提出された同年１月分から 16 年６月分までの「給

与明細書」における差引支給額（振込額）は、申立人から提出された給与明細

書と一致しており、申立人名義の「給与」と確認できる１か所の預金口座に振

り込まれた金額とも一致している。 

さらに、事業主は、「配送業者は本来社会保険に加入できないが、申立人が

配送業者として独立するに当たり社会保険への加入を希望したため、傭車代の

一部を給与扱いとし、保険料は本人同意の基、本人が全額負担することで社会

保険に加入した」と述べており、保険料控除について、「給与からは、本人負

担分の保険料を控除した上で給与支給日に申立人が指定した金融機関の申立

人名義の預金口座へ振り込んだ。毎月事業所へ提出された申立人からの傭車代

請求書の請求金額からは、給与として支給した金額と事業主負担分の保険料を

控除した金額を、一般支払日に給与振込みをした金融機関とは別の申立人が指

定した金融機関の申立人名義の預金口座へ振込みしたが、これについては傭車

代であり、給与ではない」と回答している。 

加えて、同事業所で申立人と同じ配送業者であった複数の同僚は、「傭車で

ある配送業者は本来社会保険に加入できないが、保険料全額負担で社会保険に

加入させてもらった。配送業者としての契約書や保険料全額負担についての同

意書は、業務遂行に当たり信頼関係の基、交付していない。申立人も同じ立場

であった」旨の証言をしており、申立人についても、業務の変更によって配送

業者の立場になったと推認される。 

また、申立人は、業務遂行に当たり自らの所有する車両を使用し、付随する

諸経費も負担しており、毎月「傭車代請求書」を提出していることを踏まえる

と、この場合の支給金額は請負業者に対する対価の支払と考えられ、厚生年金

保険法上の適用事業所に使用される者が受け取る労働の対価としての給与に

は該当しないと考えられることから、「傭車代請求書」により請求された金額

から給与振込みした金額を控除した分については、報酬とみなすことはできな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間においてその主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。  

 



岐阜厚生年金 事案 477 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月１日から平成２年 10月 31日まで 

    Ａ社に入社後、社員研修が有り、本社のあるＢ県で 10 日ぐらい実技など

を学んだ。入社後は早番と遅番に別れて仕事をしていた。当時、エステサロ

ンのオープンは珍しく、人の体を直接触る仕事だったため、社員一人一人が

研修をしてお客様に接しており、アルバイトという雇用形態の人はいなかっ

たと思う。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、雇用保険の加入記録から、申立期間のうち平成元年６月 12 日か

ら同年９月 15日までＡ社Ｃ店に勤務していたことは認められる。 

しかし、申立期間当時の事業主は、「採用後、雇用保険は速やかに加入手続

したが、その後、３か月ないし４か月間はエステ技術修得のための研修期間を

試用期間とし、同期間終了後、厚生年金保険被保険者資格取得手続した」と回

答しているほか、Ａ社Ｃ店の開店時（平成元年４月１日）から勤務していた同

僚は、「３か月間の研修期間終了後に厚生年金保険被保険者資格取得したが、

申立人は私より２か月ないし３か月後に入社した」と証言をしており、その同

僚は証言のとおりの記録であることを踏まえると、同社においては、すべての

従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

また、Ａ社が加入しているＤ基金での申立人の加入記録は確認できない。 

なお、社会保険事務所の記録から、申立期間において、申立人は他の事業所

での厚生年金保険被保険者期間が存在するほか、国民年金の加入手続及び国民

年金保険料免除申請手続が行われていることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除



されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年８月９日から 44年７月１日まで  

昭和 37年６月 21日から 58年８月１日まで継続してＡ社に勤めていた。

私の夫は、亡くなるまで同社の代表取締役だった。夫が死亡するまでは、社

長以下役員変更は無く、42年８月９日から 44年７月１日までの間の資格喪

失はあり得ないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、複数の同僚の供述から、申立期間においてＡ社に継続して非常勤

役員であったと認められる。 

しかし、上記同僚の供述によると、申立人は、他の同僚とは異なり、定期的

な事業所への出社状況が無く、名目だけであったかもしれないとするなど、厚

生年金保険被保険者資格の要件を満たす勤務実態であったことはうかがえな

い。 

また、Ａ社は、当時の人事記録及び給与関係書類を有しておらず、申立人も

当時の給与明細書等の資料を所持していないため、申立期間における給与から

の厚生年金保険料の控除の実態を確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月から 31年２月まで  

中学校を卒業後、職業訓練を行い、その後Ａ社に溶接工として、昭和 30

年３月から 31 年２月まで勤務した。申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言と申立人の証言が一致することから、申立人はＡ社において、期

間は特定できないものの勤務していたものと推認できる。 

しかし、当時、厚生年金保険の加入手続を担当していた事務員は、「人の出

入りが激しかったので、入社して２か月から３か月間は加入させていなかっ

た」と証言している上、学卒で４月に入社した同僚も厚生年金保険の加入は

10 月からになっていることを踏まえると、申立事業所においては、入社と同

時にすべての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことが

うかがえる。 

また、申立事業所は現存しているものの、当時の資料は全く保管されておら

ず確認することができないと回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管する被保険者名簿には、申立期間において申

立人の氏名は無く、健康保険の番号は連番になっており欠番も無い上、申立人

が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


